
令和７年度第３回青森市開発審査会の会議概要 

 

１ 議決日 令和７年１０月２９日（水） 

 

２ 審議参加者 ＜委員＞ 西村委員、田澤委員、寺田委員、板垣委員 

 

３ 審議の議題 第１号議案「提案基準第２ 既存事業所の拡張」 

        第２号議案「提案基準第２ 既存事業所の拡張」 

 

４ 審議内容 第１号議案及び第２号議案について、提案基準第２に合致しているか等について審

議を行った。 

 

（提案基準第２） 

市街化調整区域内に存する既存事業所（区域区分日前から存する事業所、都市計画法（以下

「法」という。）第２９条若しくは第４３条の許可（以下「開発許可等」という。）を受けて建

築された事業所又は開発許可等を要せず建築された事業所をいう。以下同じ。）で、事業の拡張

（既存事業所と同種のもの又は法の規定に適合しているものに限る。）のため建築する場合又は

その敷地を拡張する場合で、次の各号のいずれにも該当すること。 

１ 敷地の規模は、区域区分日前から存する場合は区域区分日の時、開発許可等を受けて建築さ

れた場合は最初の開発許可等の時又は開発許可等を要せず建築された場合は開発許可等を要する

こととなった時（以下「従前の規模」という。）の２倍以内であること。 

  ただし、別に規模の制限がある場合はそれによる。 

２ 建築物の規模は、従前の規模の３倍以内であること。ただし、別に規模の制限がある場合は 

それによる。 

３ 拡張しようとする敷地が既存事業所の敷地に隣接しているか、又は同一集落内の土地利用に 

調和した位置に移転するものであること。 

４ 周辺の環境を害するおそれがないこと。 

５ 既存事業所について用途の変更がなく、かつ現在の敷地において過去２年以上の事業実績が

あること。 

６ 敷地には、災害危険区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害特別警戒区域、

浸水被害防止区域、土砂災害警戒区域又は浸水想定区域（以下「災害ハザードエリア」という。）

を含まないこと。ただし、集落内にある土砂災害警戒区域又は浸水想定区域において、安全上及び

避難上の対策が講じられる場合は、この限りでない。 

                      

（開発許可制度の手引き（令和７年４月版）より抜粋） 

 

６ 審査結果 第１号議案及び第２号議案について許可することについて同意をいただいた。 


